
岩手県選挙管理委員会告示第16号 

 岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成22年３月５日 

                                            岩手県選挙管理委員会 

                                             委員長 野 村   弘  

   岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示 

 岩手県選挙等執行規程（昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の２）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第64条関係） 別表第１（第64条関係） 

 選挙区 出張所 選挙区 出張所  

  ［略］   ［略］   

宮古 下閉伊 ［略］ 宮古・下閉伊 ［略］  

［略］ ［略］ 

 

様式第16号（第18条関係） 
 

［略］ 

 

［略］   
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月   

日
執
行 

  何 
選 
挙 

投 

票  
 

  

様式第16号（第18条関係） 
 

［略］ 

 

［略］ 

         

 

年 
  

月   

日
執
行 

  何 

選 

挙 

投 

票  
 

  

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この告示は、平成22年３月５日から施行する。 
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